
報告第１８号  

 

   専決処分の報告について 

 

 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専

決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  令和６年６月６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





 

秦野市条例第１６号  

 

秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

秦野市国民健康保険税条例（昭和３０年秦野市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１６条第１項第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改

め、同項第３号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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報告第１８号 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定

する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本文の

介護納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減

額して得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７

項に規定する額を超える場合には、その額）の合算額とする。 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定

する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本文の

介護納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減

額して得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７

項に規定する額を超える場合には、その額）の合算額とする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

 (2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ
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き２９５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く。） 

き２９０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア－カ （略） ア－カ （略） 

 (3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数か

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５４５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

 (3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数か

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５３５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア－カ （略） ア－カ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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報告第１８号資料 

 

秦野市国民健康保険税条例の改正概要 

 

地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、専決処分により秦野市国民 

健康保険税条例（昭和３０年秦野市条例第２６号）の一部を改正したものです。 

 

１ 改正の内容 

国民健康保険税（均等割額及び世帯別平等割額）の低所得者に対する軽減

（７・５・２割）については、地方税法及び同法施行令第５６条の８９に規

定されており、同法施行令の一部を改正する政令が令和６年３月３０日に公

布され、同年４月１日から国民健康保険税の軽減判定所得の基準が見直され

たため、次の表のとおり軽減対象世帯の拡大を図ったものです。 

軽減率 対象世帯（変更前） 対象世帯（変更後） 

７割 

世帯主とその世帯に属する被保

険者の前年の総所得金額等が 

４３万円以下の世帯 

変更なし 

５割 

世帯主とその世帯に属する被保

険者の前年の総所得金額等が 

４３万円＋２９万×被保険者数

＋１０万円×（年金・給与所得

者－１）以下の世帯（世帯主を

含む。） 

世帯主とその世帯に属する被保

険者の前年の総所得金額等が 

４３万円＋２９万５千円×被保

険者数＋１０万円×（年金・給

与所得者－１）以下の世帯（世

帯主を含む。） 

２割 

世帯主とその世帯に属する被保

険者の前年の総所得金額等が 

４３万円＋５３万５千円×被保

険者数＋１０万円×（年金・給

与所得者－１）以下の世帯（世

帯主を含む。） 

世帯主とその世帯に属する被保

険者の前年の総所得金額等が 

４３万円＋５４万５千円×被保

険者数＋１０万円×（年金・給

与所得者－１）以下の世帯（世

帯主を含む。） 

 

２ 施行日 

  令和６年４月１日 
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３ 軽減拡大に伴う影響について 

  条例改正に伴う、新たに軽減となる世帯数及び軽減拡大による軽減額の増

加額の推計については、次の表のとおりです。 

令和６年２月１日時点   

軽減率 新たに軽減となる世帯数 軽減拡大による増加額の推計 

７割 基準変更なし 

５割 ６２世帯 ２，７５７，６００円 

２割 ３１世帯 ６８２，３００円 

計 ９３世帯 ３，４３９，９００円 

  

【参考】 保険税軽減全体額 ５７８，５１７，９４０円 
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